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食品表示法

食品表示は、消費者基本法において消費者の権利として位置付けられている消費者の安全の確保や
消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保などを図る上で、重要な役割を果たすものです。

上記の目的を果たすべく、食品表示法に基づき、加工食品、生鮮食品、添加物の区分ごとに具体的
な表示ルールを規定しています。

加工食品の容器包装に表示されていること

食品を安心して選ぶために
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容器包装に入れられた加工食品は、以下の項目を表示することが義務付けられています。

名称 洋生菓子

原材料名 卵（国産）、砂糖、生クリーム（乳成分
を含む）、植物油脂（大豆を含む）、乳
製品、カラメルソース、ゼラチン

添加物 香料、乳化剤、pH調整剤、増粘多糖類

内容量 80ｇ

賞味期限 2025年12月31日

保存方法 要冷蔵（10℃以下）

販売者 株式会社○○
東京都□□市××町1-2

製造所 株式会社△△ さいたま工場
埼玉県○○市△△町

栄養成分表示 １個（８０ｇ）当たり

熱量 ７１kcal
たんぱく質 ３ｇ
脂質 ３ｇ
炭水化物 ８ｇ
食塩相当量 ０．１ｇ

一般的な名称

使用された原材料を重量順にすべ
て表示
卵、乳等８品目はアレルギー表示
が義務（太字部分）、大豆、ゼラ
チン等20品目はアレルギー表示を
推奨（下線部分）

賞味期限または消費期限
• 賞味期限：おいしく食べること
ができる期限

• 消費期限：期限を過ぎたら食べ
ない方がよい期限

保存するときの条件
（定められた方法には「要冷蔵」
「要冷凍」「常温」などがありま
す。保存方法は必ず守ってくださ
い。）

熱量（エネルギー）、たんぱく質、
脂質、炭水化物、食塩相当量の含
有量の表示を義務付け

○○プリン
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保健機能に関する食品表示の制度
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保健機能食品とは

保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた
安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異な
り、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

一般食品 栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されている食品は一般食品です。

えん下困難者用食品 えん下困難者用食品

とろみ調整用食品

乳児用調製粉乳

乳児用調製液状乳

低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品
糖尿病用組合せ食品
腎臓病用組合せ食品
経口補水液

機能性の表示

特別の用途に適する旨
の表示

特定の栄養成分の機能が表示されています。

事業者の責任において保健の機能が表示されています。

消費者庁長官が許可した食品に保健の機能が
表示されています。

個別評価型

許可基準型

保健機能食品

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

特別用途食品

妊産婦又は授乳婦用粉乳

病者用食品

乳児用調製乳

機能性表示食品
届出番号：●▲●▲

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_nutrient_function_claims/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/index.html


23

食
品
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

「おなかの調子を整える」等の特定の保健の目的が期待できる旨が表示できる食品です。特定保健
用食品として販売するには、その効果や安全性について国の審査を経た上で消費者庁長官の許可を
受けなければなりません。

特別用途食品とは

乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特
別の用途についての表示が許可されている食品です。その表示をして食品を販売するには、消費者庁
長官の許可を受けなければなりません。

特定保健用食品

保健機能食品の種類

一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）が不足しがちな場合、その補給・補完のために
利用できる食品です。食品表示基準に規定された基準を満たすことで、特に届出などをしなくても、
国が定めた表現によって特定の栄養成分の機能を表示することができます。

機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を企業等の責任で、科学的根拠に基づき
表示することができる食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長
官へ届け出ることが必要です。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を
受けたものではありません。紅麹関連製品による健康被害を踏まえ、令和６年９月１日に、健康被
害情報の提供の義務化、GMP（適正製造規範）の要件化※及び表示方法の見直し※等について食品
表示基準に規定しました。例えば、表示方法の見直しの一つとして、「疾病の診断、治療、予防を
目的としたものではない旨」のところに、医薬品とは異なること、又は医薬品ではないこと等を明
記しなければならないことにしました。
※「 GMP（適正製造規範）の要件化」及び「表示方法の見直し」については、令和８年８月31日ま
で経過措置期間を設けている。

栄養機能食品

機能性表示食品

表示制度に関するのパンフレットなど

保健機能食品に関するパンフレットなど 特別用途食品について

外食・中食における食物アレルギーに関する動画

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/pamphlets
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/efforts/
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